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▼申し込み・問い合わせ先 　小諸高原美術館・白鳥映雪館　☎26-2070

平成28年度　まなびのまち造形講座の受講生募集
　どの講座も初心者を対象としていますので、お気軽にお申し込みください。（受講には、材料費がかかります。）
◆期　　間 　 4月から11月までの 8か月間（月 2回　計16回）
◆申込期間 　 2月19日㈯～ 3月 6日㈰　午前 8時30分～午後 5時
　　　　　　※ 2月22日㈪、29日㈪は、休館日のため受付はできません。
※申込用紙は、小諸高原美術館・白鳥映雪館にあります。応募者が一講座 5名未満の場合、その講座は開設され
ません。
※応募者が定員を超えた場合は、市内在住者、及び新規申込者を優先し、申込順とします。

■講座一覧
●時間　午前： 9時～正午　午後： 1時30分～ 4時30分

講座名 講　師 実施日 募集定員 講座の内容

日本画 渡辺幸子 第 1・3土曜日午後 10 デッサンを年の半分、 6号作品 1枚仕上げ

水彩画 白石幸男 第 2・4日曜日午前 20 構図・混色・着彩など水彩画の基礎を学ぶ

陶　芸 菅原勝雄 第 2・4日曜日午後 20 日常使う器を中心に、手びねりとロクロも

書　道 堀内昌英 第 1・3土曜日午前 20 筆の扱い方、姿勢、基本点画、楷書古典の臨書

平成28年 1 月から順次、「社会保障」「税」「災害対策」の行政手続きでマイナンバーが必要になります。

今月は、「税」の分野をご案内します
　市役所の税務課の窓口でマイナンバーを利用することはありませんが、以下のことでマイナンバーの記載など
が必要になりますので、ご確認ください。

◆マイナンバー制度に関する問い合わせ先
　マイナンバー総合フリーダイヤル　　☎0120－95－0178
　・平日：午前 9時30分～午後10時
　・土、日、祝日：午前 9時30分～午後 5時30分
◆マイナンバーについて、詳しくは以下をご覧ください。
　ホームページ（内閣官房）
　http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/

検索マイナンバー
⬆⬆

マイナちゃんの

マイナンバー
通信 【第10号】

税務署等に提出する書類にマイナンバーの記載が義務付けられます。
■平成28年 1 月 1 日以降の給与等の支払い等に係る以下の書類にマイナンバーの記載が必要となります。
　　・給与所得の源泉徴収票
　　・給与所得の給与支払報告書
　　・給与所得者の扶養控除等申告書
　　上記書類はいずれも事業者が作成又は給与所得者が事業者に提出する書類です。
　　このため、勤務先の事業者からマイナンバーの提供を求められることとなります。
■平成28年中の所得の申告から確定申告書類にマイナンバーの記載が必要となります。
　　平成28年 2 月16日から 3月15日までの確定申告期間に提出する平成27年中の所得の確定申告書類に
は、マイナンバーの記載は不要です。

■詳しくは、税務課又は税務署へお問い合わせください。
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 ▼問い合わせ先 　企画課　行政経営係


